
委託契約書（案） 

 

 

 徳島県（以下「甲」という。）と＊＊＊＊＊（以下「乙」という。）とは、次の条項によ

り委託契約を締結する。 

 

（委託業務の目的） 

第１条 甲は、セキュリティ対策システム調達及び運用保守業務（以下「委託業務」とい

う。）を乙に委託し、乙は、これを受託する。 

 

（委託業務の内容及び実施要領） 

第２条 委託業務の内容及び実施要領は、セキュリティ対策システム調達及び運用保守業務

仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるところによるものとする。  

２  前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定めるものとする。  

 

（委託料） 

第３条 甲が乙に支払う委託料の総額は、金＊＊＊，＊＊＊，＊＊＊円（うち消費税及び地

方消費税（以下「消費税等」という。）の額金＊＊，＊＊＊，＊＊＊円）とする。 

２ 前項の消費税等の額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項及び第

２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３

の規定に基づき、委託料の額に１１０分の１０を乗じて得た額である。  

 

（委託期間） 

第４条 委託期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

 

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、免除する。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 乙は、この契約によって生じる権利若しくは義務又は契約の目的を、いかなる方法

をもってするを問わず、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担

保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合又は信用保証協会及び中

小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に

債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項ただし書により、乙が売掛債権を譲渡した場合、甲の乙に対する弁済の効力は、徳

島県会計規則（昭和３９年徳島県規則第２３号）第３６条に基づき、徳島県会計管理者が

総括店又は代理総括店に支払通知を行った時点で生じるものとする。 

 

（再委託等の禁止） 

第７条 乙は、委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わすことができ

ない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。  

２ 乙は、前項ただし書に基づき甲に承諾を求める場合は、再委託の相手方の商号又は名称

及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、契約金額及びその他必要な事

項について記載した書面を甲に提出しなければならない。 



 

（契約の内容変更） 

第８条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更するこ

とができる。この場合において、委託料、委託期間又は重要な委託業務内容を変更する必

要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

 

（委託業務の完了報告） 

第９条 乙は、委託業務が完了したときは、速やかに委託業務完了報告書を甲に提出しなけ

ればならない。 

 

（検査等） 

第１０条 甲は、委託業務完了報告書の提出を受けたときは、１０日以内に、乙の係員の立

会いの上、検査しなければならない。 

２ 甲は、前項に規定する検査の結果、甲の責めに帰すべき事由を除き、不適正であると認

められるときは、乙に対して、期日を指定して補正を命じることができるものとする。  

３ 乙は、前項の補正を命じられたときは、甲の指示により補正を行い、甲の再検査を受け

なければならない。 

 

（委託料の請求及び支払） 

第１１条 乙は、前条第１項又は第３項に規定する検査の結果、委託業務の成果が契約内容

に適合していると認められたときは、甲に対して委託料の支払の請求をするものとする。  

２ 甲は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に委託

料を乙に支払うものとする。 

３  委託料は各会計年度毎の支払いとし、その委託料の各会計年度毎の支払額は、

金＊＊ ,＊＊＊ ,＊＊＊円とする。  

４ 甲は、乙から委託料について前金払の請求があった場合において、その必要があると認

めるときは、委託料の全部又は一部を前金払するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第１２条 甲において種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない状態があること

（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、甲は速やかに乙に通知しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除

き、乙は通知を受領後甲の指定する期日までにこれを契約に適合する状態に改善しなけれ

ばならない。 

３ 前項の場合において、乙が改善に応じる期間は、委託業務完了後１年間とする。 

 

（調査等） 

第１３条 甲は、必要があるときは、委託業務の実施状況について調査し、所要の報告を求

め、又は必要な指示をすることができる。 

 

（事故の報告） 

第１４条 乙は、委託業務において事故が発生した場合は、速やかに甲に報告しなければな

らない。 

 



（目的外の使用禁止） 

第１５条 乙は、甲が指示した以外の目的のために、この委託業務に係る資料、成果品、履

行過程において得られた記録等一切の資料（以下「関係資料」という。）を使用してはな

らない。 

２ 乙は、甲が別に指示する以外に成果品を複写し、又は複製してはならない。  

３ 乙は、甲の許可なくして、第三者に関係資料を閲覧させ、又は提供してはならない。  

 

（資料の保管） 

第１６条 乙は、委託業務に係る資料を適正に保管しなければならない。 

 

（契約の解除等） 

第１７条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契

約を解除することができる。 

 (1) 乙が、履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。  

 (2) 乙が、正当な理由がなく契約を履行しないとき。 

 (3) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

 (4) 契約の履行に当たり甲の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。  

 (5) 契約条項に違反したとき。 

 (6) 乙が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき、又は暴力団若しくは暴力団

員と密接な関係を有する者であるとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害があるときは、甲は乙に契約

金額の１００分の１０に相当する額の賠償を請求することができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除した場合において、委託業務の出来形部分の

うち分割して承認しても利益があると甲が認める部分については、検査の上、当該検査に

合格した部分の承認を行い、承認した出来形部分に相応する委託料を乙に支払うものとす

る。 

４ 前項の場合において、第１０条及び第１１条の規定を準用する。 

５ 乙は、第１項の規定により契約を解除されたことにより生じた損害の賠償を、甲に請求

できないものとする。 

 

（長期継続契約における契約の解除）  

第１８条  この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の

規定による長期継続契約であるため、翌年度以降において、この契約に係る甲の

予算が成立しなかった場合又は減額となった場合には、この契約の全部又は一部

を解除できるものとする。  

２  乙は前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損

害の賠償を甲に請求することはできない。  

 

（損害賠償） 

第１９条 乙は、その責めに帰する理由により委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 



（秘密の保持） 

第２０条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第２１条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記

１「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

（情報セキュリティ） 

第２２条 乙は、本業務の実施に当たり、徳島県情報セキュリティポリシーに基づき、別記

２「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所

を第一審の裁判所とする。 

 

（疑義等の決定） 

第２４条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが

協議して定めるものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙両者記名押印の

上、各自その１通を保有するものとする。  

 ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙両者が電子署名を行った上、

各自その電磁的記録を保管する。  

 

 

  令和８年＊月＊日 

 

 

 

甲 徳島県 

  徳島県知事   後 藤 田 正 純  

 

 

乙 ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  



別記１ 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条

第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による

事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱い

を適正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同

様とする。 

 

 （収集の制限） 

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その

事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段

により収集しなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は

毀損の防止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければな

らない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的の

ために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、

この限りでない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限り

でない。 

 

 （再委託の禁止） 

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはな

らない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するときは、

再委託先にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせ

るとともに、再委託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものとする。  

 

 （資料等の返還又は廃棄） 

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又

は廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。  



 （従事者への周知） 

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。  

 

 （調査） 

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個

人情報の状況について、随時調査することができる。 

 

 （事故報告） 

第１１条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったと

きは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

  



別記２ 
情報セキュリティに関する特記事項 

 

（基本的事項） 

第１  乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、徳島

県情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守し、情報セキュリティ対策を適正に

実施しなければならない。 

 

（管理体制） 

第２  乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報資産の管理に関す

る責任者及び担当者、作業者の所属並びに委託内容を明確にしておかなければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第３  乙は、情報資産の紛失等を防止するため、この契約による業務を処理するに当たっては、その作

業の場所を特定しておかなければならない。 

 

（サービスレベルの保証） 

第４  乙は、甲が提示する品質及びセキュリティレベルを満たす業務を提供しなければならない。 

２  乙は、情報システムを実際に運用する者の現状・課題を加味し、セキュリティと利便性の両立を可

能とする、実務と調和したセキュリティ対策を講じなければならない。 

 

(情報資産の種類と範囲、アクセス方法） 

第５  乙は、この契約によりアクセスを許可された情報の種類と範囲、アクセス方法を遵守しなければな

らない。 

 

（業務従事者への周知及び教育） 

第６  乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策のために必要な事項

を周知するとともに、継続的に教育しなければならない。 

 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第７  乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された情報を、当該業務の目的以外の

目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限り

でない。 

 

（情報の適正な管理） 

第８  乙は、この契約による業務を処理するために知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（再委託の禁止） 

第９  乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（情報資産の返却及び廃棄） 

第１０  乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成し

た情報が記録された記録媒体は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。



ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

（報告） 

第１１  甲は、この契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュリティ

対策の状況について、定期的に報告を求めることができる。 

２  乙は、情報セキュリティインシデントが発生した場合又はそのおそれがある場合には、速やかに甲に

報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

（監査及び検査） 

第１２  甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報資産に対する情報セキュ

リティ対策の状況について、随時監査又は検査を実施することができる。 

 

（情報セキュリティインシデントの公表） 

第１３  甲は、この契約による業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は、必要に応

じ、当該情報セキュリティインシデントを公表することとする。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１４  甲は、乙がこの特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請

求をすることができる。 

 

（ポリシー改定時の対応） 

第１５  甲は、セキュリティポリシーに改定等を行う場合は、適宜、乙に改定等の内容を情報提供しなけ

ればならない。 

２  乙は、契約締結後にセキュリティポリシーの改定等がなされた場合は、速やかに、改定等後の内容

を適用するよう努めなければならない。 

 


